
平成２５年度「市民の声提案箱」回答状況

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 提案内容 回答内容

1 4月20日 4月26日 電子メール 子育て健康推進課

　鳥インフルエンザ対策についてお伺いします。
境港では週に一回のペースで、上海航路のコンテナ船が行き来してい

ると思いますが、鳥インフルエンザ対策は万全でしょうか。
上海航路を持っている境港市では、乗組員から市民へと感染する可能

性が否定できないと思います。
水際作戦として、サーモグラフィにより発熱している人のみをピックアッ

プする方法がありますが、潜伏期間にある感染者を見つけられませんの
で意味がありません。

有効な水際作戦が今の所ないということであれば、効果が期待される
タミフルの備蓄をどの程度進められているのか(例えば市民の何割が手
にすることができるのか)、ご確認をお願いします。

境港発の鳥インフルエンザの国内流行を防ぐためにも、早急なご対応
をお願いいたします。危機管理において境港市は万全であると、安心さ
せていただければと存じます。

船舶や航空機で鳥インフルエンザ発生地域から日本国内に入ってくる人の中から水
際で発症者を見つけ、対応をするのは検疫所（広島検疫所境出張所）の業務となって
おります。

船舶や航空機で発症者が発生した場合、検疫所と県保健所が患者について感染病
床を備えた病院（鳥大医学部附属病院、済生会境港総合病院）へ搬送し、入院治療さ
せます。また、同じ、船舶・航空機で入国した人のうち濃厚接触者については、宿泊施
設に１０日間程度の停留を実施することとなり、市は、この停留について検疫所から依
頼を受け、県と協力して実施することになります。なお、濃厚接触者以外の人について
は、入国時に検疫所が健康カードを渡し、症状がでれば最寄りの保健所か医療機関で
受診するよう促します。

ご指摘のように潜伏期間にある感染者を見つける有効な手立てはありませんので、
発生地域から人によるウイルスの持ち込みを完全に防ぐことはできません。そのため、
発症者への適切な治療の実施と、感染を疑われる人への停留などの処置により、感染
の拡大を抑制する・遅らせるという考えに基づき対策がとられているところです。

タミフルにつきましては、現在、鳥取県では県民人口の４５％程度分を備蓄していま
す。

今、中国で発生している鳥インフルエンザA（H7N9）について、WHOは、現時点で人か
ら人に感染が続いているという根拠はなく、入国時に特別なスクリーニング及び渡航や
貿易を制限することは推奨していません。

境港市は、この鳥インフルエンザA（H7N9）について、現時点では、もしものときに適切
で迅速な対応をとれるよう、情報の収集に努めているところであります。

《参　考》
　厚生労働省『鳥インフルエンザA（H7N9）について』
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-
kansenshou/infulenza/h7n9.html
　広島検疫所　境出張所　　境港市昭和町９－１　境港港湾合同庁舎１階
　　0859-42-3517

2 5月2日 5月31日 電子メール 都市整備課

　２年程前になりますが、市長と集う会で、「夕日ヶ丘2丁目に公園を作っ
てもらいたい。２丁目は公園がなく、小学校低学年までは保護者なしで２
丁目外には出れないため、歩道や空き地等で遊んでおり危険だと思い
ます。」と言わせてもらったところ、現市長が「それは、考えたいと思いま
す。」と言ってくれましたが、その後どのようになりました。
　２丁目はご存知の通り、急激に世帯数も増え、子供の数もどんどん増
えています。
　早急な公園の設置を提案したいと思います。

夕日ヶ丘２丁目には、グループホーム西側に中海を望める約１haの親水公園を整備
しています。また、周辺には竜ヶ山公園や各種スポーツ施設もあり、さらに現在、墓地
公園も整備中で、他の地区にはない住環境になっています。
　現状では、ご提案に沿うことがきませんが、何卒ご理解を賜りたいと存じます。

3 5月3日 5月16日 電子メール 生涯学習課

　先日、市（教育委員会）主催の１０Kウオーキングに参加しましたが大変
期待はずれの内容でした。さも完走する速さを競うかの如くで、ゆっくり
水木ロードをみるとか潮見町のあたりの景色を楽しみながらのゆっくりし
たペースではありませんでした。
　例えば、JR境港駅周辺にエイドステーション等を設けるとか、潮見町公
園でも休憩する所を設けるとか、故郷境港再発見的な発想で開催された
らどうでしょうか。
　私が台場公園に帰ってきた時にはもうすでに市のスポーツ推進委員さ
ん方は帰られた後で誰もいなく寂しい思いがしました。もう少し役目を理
解し、何のためにスポーツ推進委員になったのか考えてほしいもので
す。

今回の健康ウォークでは、ご指摘のとおり、完走の速さを競うようなスピードで参加さ
れた方がありました。このようなウォーキング大会では、歩くペースにつきまして、参加
者自身のレベル・体調により個人差が生じます。また、景色を楽しむ方、体を鍛える方
など、参加者それぞれで目的が異なりますので、ご理解を賜りたく存じます。

エイドステーションや休憩所を設置して、境港を再発見できるような仕掛けにつきまし
ては、健康ウォークに新たな魅力を与える視点で、実行委員会で検討し、参加者みなさ
まに楽しんでいただけるような大会としたいと思います。

境港市スポーツ推進委員につきましては、大会の実行委員として参画いただいており
ます。当日の参加者みなさまへのおもてなしが不十分であった点は、推進委員協議会
へ伝え、今後の大会運営への積極的な参加を促してまいります。なお、スポーツ推進
委員会では、ペタンク大会やニュースポーツ研修会など、スポーツ推進委員としての独
自活動も行っておりますので、今後も引き続き活動へのご理解・ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。



番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 提案内容 回答内容

4 5月29日 7月2日 電子メール 福祉課

　平成２５年は民生委員、児童委員の一斉改選期になります。市内のあ
る地区ではなり手がなく補充が出来ない状態だと聞いています。理由と
して委員の精神的負担、年齢的にも負担が大きいのではと思います。幼
児虐待から高齢者の見守り迄範囲も広くそれなりに専門知識も必要とさ
れています。
　個人保護法の扱いについても委員にとっては大きな負担となっていま
す。平成２４年の民児協の全国大会で大分市民児協の事例発表で行政
が委員のサポート体制構築の為庁内（市役所）に担当部署（担当者）と
委員の会議（サポート会議）を立ち上げ委員のサポートをしているとの事
でした。実態調査の時などお願いごとがあるときは定例会に来られます
が普段担当部署との話あいなどはないので問題点の共有等が密にでき
ていないと思います。境港市でもこの様なサポート会議を立ち上げる事
を提案します。検討下さい。

当市では定数８６名の委員の皆様が地域福祉の向上のための活動にご尽力いただ
いていますが、少子高齢化や家族構成の変化など社会情勢の変化する中で、皆様の
活動は年を追うごとに複雑化、多様化してきており、地域の住民からの相談内容も困難
な事例が増えてきているなど、皆様の負担も大きくなってきております。

当市では、日ごろより、民生委員活動を行っていただくうえで困ったことなどがあれ
ば、随時、担当課にご相談くださいますようお話をさせていただいており、また、各地区
の民生児童委員協議会の定例会への出席や地区会長会への出席を通して、委員の皆
様の活動に情報提供や関係機関との連絡調整を図っておりますが、今後は、さらに
いっそう円滑かつ迅速な担当課職員との連絡体制の構築や、委員の皆様が活動され
るうえでの不安が解消できるようなサポート態勢の在り方を皆様と相談しながら検討し
ていきたいと思います。

この中で、まずは、ご提案の中でありました、大分市で取り組んでおられます「民生委
員児童委員支援担当者名簿」につきまして、7月1日付けで作成し、各地区の会長にお
渡したいと考えております。

5 6月1日 6月21日 電子メール 都市整備課

提案内容
「夕日ヶ丘２丁目に遊具を設置した広場（以下「遊び場」という）を設置し
て欲しい。」

理由
・２丁目には遊び場がない。
・近くに竜ヶ山公園があるが、小学校低学年までは保護者なしで２丁目
外にでれないため歩道や空き地等で遊んでおり、危険である。
・竜ヶ山公園は幼児が歩いていくには遠いので日常的に使用できる遊び
場（おおむね徒歩５分圏内）が必要
・幼児（満１歳～小学校就学前の子供）が外でしていることは、主に道路
や歩道を散歩することである。
・２丁目には中海親水公園があるが、遊具はなく、小高い丘であるため
階段の高低差がある、坂も幼児にとっては急であるので遊び場とは言い
がたい。（一度、中海親水公園に幼児を連れて遊びに行くと分かると思
います。）
・事実、中海親水公園で遊ぶ子供は見かけない。いても、雪が積もった
時にそりで遊ぶ時だけです。（定期的に中海親水公園を見ていただけれ
ばわかると思います。）

夕日ヶ丘の土地区画整理事業では、既存の竜ヶ山公園やスポーツ施設の位置を考
慮し、公園や緑地を配置しています。
遊具のある広場をとのご要望ですが、市内には、依然として公園が不足している地区も
あることから、現状ではご要望に沿うことはできません。何卒ご理解を賜りますようお願
いいたします。

なお、小学校低学年の夕日ヶ丘地区内での公園や緑地への移動については、学校に
確認したところ、夕日ヶ丘は一つの「まち」であるというふうに考えていただいてかまわ
ない、との回答をもらっております。

6 6月5日 6月21日 電子メール 都市整備課

　名称は現在仮称として「夕日ケ丘墓地公園」として公表されています
が、下記理由により名称の変更を提案したい。

① 公園墓地の整備については近隣住民としては賛否両論ありました
が、諸般勘案の上最終的には大方の意見は公園整備条件にて賛成(消
極的賛成を含む)となっています。ただ名称については夕日ケ丘の名称
を冠することに、強く反対する意見がかなりあります。
　夕日ケ丘団地が墓地付き分譲地としての印象を与え、メリット・デメリッ
トそれぞれ考えられますが、住民の大方の要望として名称の変更を要望
します。

② 名称の事例としては、「境港なかうみ墓地公園」「鬼太郎空港北墓地
公園」など親しみやすい名称が良いと思います。ご一考をお願いする次
第です。

現在造成中の墓地を併設した公園については、国の補助事業の採択や認可の手続
きを進めるため、場所や公園種別を明確にすることを念頭に、事業計画上「夕日ヶ丘公
園墓地」という名称を付けました。

墓地公園の名称につきましては、今後、地元のご意見も参考にして、みなさんに親し
みやすい名称となるよう考えてまいりたいと思います。

7 6月5日 6月25日 電子メール 生涯学習課

　文化ホール(シンフォ二ホール）前の整備について

　同ホールの前を通るたびに、文化施設としてはあまりにも殺風景な景
観を見るにつけ、もう少し潤いのあるいものにならないかと思うところで
す。
　ホールにふさわしい植樹や花壇を造るとか、多額の費用をかけなくても
できる方法があるはずです。行政が無理ならホール主導でボランティ
アーを募るとか実現に向けての取り組みを要望します。

文化ホールの管理につきましては、指定管理者である境港市文化振興財団におい
て、日常の管理を行っているところです。前庭においては、芝生のある広場として多くの
市民に親しんでいただいておりますが、その整備にあたっては、文化ホール全体の雰
囲気を壊さぬよう、芝生を主としたシンプルな構成としております。

このたび、植樹や花壇の整備についてご提案をいただきましたが、このような事情も
あり、前庭にこれ以上樹木等を増やすことは難しいと考えております。何卒ご理解いた
だきますようお願いいたします。



番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 提案内容 回答内容

8 6月21日 7月4日
ホームペー

ジ公開
税務課

　所得証明書の発行を待っている時、職員が待っていた他の方に自分
の所得証明書を渡そうとして見せていた。
　名前を確認せずに別の方に所得証明書を見せていた。うっかりとはい
えあってはならないミスである。

今後、この様な事がないように個人情報の扱いには十分注意してもらい
たい。

所得証明書をお渡しする際、申込みされた方かどうか確認の上、お渡しするようにし
ておりますが、その確認が不十分であったために、このようなミスが発生してしまいまし
た。
　今後、このようなことがないように、確認を徹底してまいります。
　この度は大変申し訳ありませんでした。

9 6月21日 7月30日 郵送 都市整備課

　市民から市に対する要望などへの回答について
この件については、常に言われていることではないでしょうか。
回答がない、たらいまわしをされる。担当部署が違うので○○へいってく
れ！などの苦情をよく耳にします。
　10日ほど前に、市役所の某課へ住民からの連絡を中継いたしました。
電子メールで連絡し返答・回答をくださるようお願いしましたが、いままで
「なしのつぶて」です。
　メールの管理者を設けていないのか、課長の指導方法が悪いのか、所
内で改良方法を検討の上、早急に改善願います。

この度は、お届けいただいたメールの件で、不快な思いとご迷惑をおかけしたことを
お詫び申し上げます。

対応につきましては、業者発注したことに対して、提案者様への報告がなされなかっ
た事、更には業者の対応の遅れに対するチェックが疎かになっておりました。

この度の事を受け、受信や対応の報告、及びメール対応のチェックを含めた業務連携
の徹底を課内職員一同に対し、図ったところです。

10 6月21日 7月3日 電子メール 管理課

　境高校北の通りと、上道公民館東の通り(水路脇)の清掃、除草のお願
い
先日の一斉清掃の時除草はしましたが、このところの雨でスギナが茂り
かけています。住民の手におえないようになりますので、定期的に除草
をお願いします。
　境高校北通りのＬ型側溝には砂が堆積し、草も生えます。「協働」は市
長以下よく口にされますが、市の仕事は住民に言われる前に率先して
やってほしいと思います。

地域の皆様のご協力を得ながら、除草については年２回行なっていますが、雑草の
伸びには追いつかない状況にあります。除草時期等に工夫をしながら、対応をしてまい
りたいと考えております。

11 6月27日 6月28日

ホームペー
ジ公開（提
案者のｱﾄﾞﾚ

ｽが不明
だった為）

管理課から県西部総合事
務所へ連絡

　ファミリーマート上道店の交差点についてですが、夜10時になると点滅
に変わります。しかし、外江方面から来ると右手(消防側)は植え込みの
草で見えません。6月25日にもまた事故がありました。いつも、伸び放題
になっています。
　定期的に草刈りをしないのでしょうか。見えないのも事故の原因の１つ
だと思います。

　西部総合事務所米子県土整備局維持管理課からの回答を紹介します。

　ファミリーマート上道店の交差点について（回答）

御意見のあった県道米子空港境港停車場線（ファミリーマート上道店の交差点）の現
地を確認したところ、アベリア（低木）が繁茂している状態を確認しましたので、早急に
剪定する予定です。



番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 提案内容 回答内容

12 7月10日 7月18日 文書 市民課

　県外に進学している娘の特別医療受給資格証の更新について、保険
証が無ければ発行しないと言われました。
　全国船員保険協会に相談したところ、「境港市役所から保険加入の有
無の確認の連絡をしていただければ回答します。他にも同様の例がある
ので、境港市役所へ連絡します。」と言われ、連絡していただいたが、
「境港市は保険証の原本がなければ更新しないという返答だった。」とい
うことでした。
　市役所の事務手続き優先で、市民の状況にあった対応を検討・模索し
ない態度はどうなのでしょうか。

特別医療制度は、健康保険への加入を前提としている制度であり、更新時には必ず
保険証の確認をさせていただくこととしております。

全国健康保険協会船員保険部から電話がありましたが、その際には特別医療の手
続きについて説明し、保険証の確認が必要であること、確認ができない場合には同協
会または事業所の証明が必要であることを説明いたしました。

これに対し、同協会は証明を出せないという事でしたので、事業所による証明をとって
いただくことが最善であることを説明いたしました。

提案者様からのお問い合わせに対し、同協会が「電話で境港市に対し、資格の有無
を回答できる」旨説明された件につきましては、当市では個人情報保護の観点から、ま
た、成りすましによる悪用を防ぐため、保険者間での資格確認は、本人の同意書がある
場合のみ書面により行っており、電話での対応は行っておりません。

同協会の対応について７月１１日に改めて確認しましたところ、「国民健康保険への加
入手続きの際などに、市の窓口に持参された書類を補足する意味で、問い合わせに回
答することは行っているが、一般的な資格の有無の電話による問い合わせには、応じ
ていない。」ということでした。

保険証の資格確認を電話で行えない理由や、保険証が持参できないという特別な場
合は、事業所による証明でも対応が可能である事を最初から説明できず、不信感を招く
結果となってしまいましたことにつきましては、大変申し訳なく、お詫びいたします。

市民の皆様の状況は様々でありますが、変更のできる部分とできない部分がござい
ますので、ご相談をいただいた際には、できるだけ分かりやすい、丁寧な説明に今後一
層心がけて参りたいと思います。

13 7月18日 8月12日 電子メール 通商観光課

　先日テレビ番組「ガイアの夜明け」で、境港にクルーズ船が停泊するこ
とを知りました。
　みなとまち商店街の中に、そのクルーズ船が停泊している間に利用で
きる、空き店舗を利用した小規模なシェアオフィス（シェアショップ）などは
無いでしょうか。またこの先、その様な計画はございませんか？
　もし「海外の方に是非」と思っている方が何人かおられ、実際喜んでい
ただける様なショップが集まれば、今以上に境港の魅力につながるので
はないでしょうか。
　それには小規模なシェアショップ（特に若者には）がピッタリではないで
しょうか。現在まだその様なシステムが無ければ、ご検討の方よろしくお
願いします。

昨年来、境港には、外国の大型クルーズ客船が頻繁に寄港するようになったため、乗
客、クルーの方々への歓迎おもてなし対応について、鳥取、島根両県の地元関係者
（境港管理組合、観光協会、商工会議所、周辺の５市など）が協力、役割分担し、一丸
となって様々な取り組みを行っているところです。

ご提案のシェアショップなどのシステムは、現在はありませんが、客船の寄港時には、
仮設テントによる物販ブースを10ブース程度設け、地元周辺から出店者を公募し、山陰
両県の特産品や飲食物などの販売を行っています。

今まで、物販ブースの山陰両県以外の地域からの出店は、特に想定していませんで
したが、今回のご提案について、今後、関係機関での会議の場において報告し、検討
をしてまいります。
　なお、現在水木しげるロード沿いの商店街における空き店舗はございません。



番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 提案内容 回答内容

14 7月31日
ホーム
ページ公
開

回答不要 通商観光課

「ガイアの夜明けを拝見して感想」
　境港の外国人観光客誘客で色々慣れないことに努力されていました
が、見ていてじれったい気分でした。
　私自身も英語は少々しか話せませんし、外人の感性はわかりませんの
で、私ならば、自分たち（境港の人）だけで対策を考えるのではなく、関
西に留学している外国人学生の団体を、バス１台チャーターして、無料で
境港・米子・松江・出雲を観光してもらい、
　・外人視点で興味を持ちやすい場所・文化・物品を選定してもらう。
　　（そこから４・５時間で回れるコースを絞り込む）
　・外人視点では分かり辛い事を指摘、分かり易いように改善提案しても
らう。
　（食事の食べ方・オブジェ・人物・建物に外国語の解説ポップを作っても
らう）
　・その外国人留学生には友人を連れて再度観光した場合の特典を準
備。
　・外国語でブログに境港観光を記載してもらった場合も特典や物産品
提供。
　・外国人留学生のアイデアをフルに生かす作戦。

■放送では特に、料理の食べ方の説明は悲惨でした。
　また、その改善策会議の内容が取説や写真というのも悲惨です。自分
たちが外国に行って、現地の食事方法がそれで分かるのか？
　日本はおもてなしの国ですから、店員やガイドが先に手本として食べる
とか、
最低でも大型テレビで、メニューの説明と食べ方を観光客の母国語で流
すとか、してほしいところです。

　いただきましたご意見は、市長までの報告を行いました。
　ご意見は担当課におきまして今後の業務へ参考とさせていただきます。

■境港はカニが名産なのに「シーズンオフだから食べられません」という
のは如何なものか。
　極端な例えですが、鳥取県からカニを取ったら砂丘しか残らないです。
　現在は細胞を壊さない生きたまま再現解凍できる冷凍技術の「ＣＡＳ冷
凍」という技術がある。豪華客船を迎え入れるのに、またカニの国内屈指
の産地なのに、その程度の環境も準備していないのでは話になりませ
ん。豪華客船の客は、本場のカニが食べられるなら１食３万円でも５万円
でも出しますよ。ＣＡＳ冷凍システム１機くらいすぐ回収できます。
（すぐ近くの、隠岐の島海士町はＣＡＳ冷凍導入で大成功しています。一
年中、高級生牡蠣を出荷しています。）

■薬局や売店も、最低限の商品説明を外国語で解説したものを貼って
おく。
　外国の通貨だといくら相当か表示する。
　どれが日本で定番の薬、人気の薬か表示する。

■フェリーの出港見送りも、外人は日本の観光に来たのだから、子供た
ちの「ストリートダンス」よりは、「浴衣と団扇で盆踊り」とか「御輿担いだ
祭り風景」とか「獅子舞」とかの方が、風情があると思います。
　フェリー到着時は、中高生のブラスバンド演奏も活気が出て良いと思い
ます。
外人は規律正しい団体行動が苦手なので、中高生年代でのブラスバン
ドが構成できいるのは日本らしい風景と思います。



番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 提案内容 回答内容

15 8月4日 8月13日 電子メール 自治防災課

　先日の原子力災害避難計画の説明会がありましたが、当日は高齢者
の方が多く、専門用語が文章の中に数多く含まれた項目をはじめから終
わりまで一気に説明しても、ほとんど理解が出来なかったと思います。そ
うではなく、説明途中で区切りをつけそこの所までの質問はありません
か？という方法で進めないと、なかなか理解できないと思います。
　説明会を開く目的は理解してもらう事であり、会を開く事ではないと思
います。

●境港市広域住民避難計画説明会の進め方について
　ご意見は、今後の参考にさせていただきます。

16 8月4日 8月13日 電子メール 自治防災課

　原発事故避難説明会に出かけました。以前から聞いてはいましたが、
避難先が何故に東方面でしょうか。
　境港は年間を通じて圧倒的に西風が多い地域です。島根原発で事故
が起こった場合には汚染物質が西風に乗り東方面に流れます。なのに
汚染物質が流れるであろう東方面に避難するのは避難にならないので
はと思います。福島でも遠くに避難するのがベターという事で遠くに避難
したらそこは風に乗って汚染物質が他の地域よりひどく再避難したと聞
いています。福島事故から２年以上たつ今も「これしかない」という様な
避難計画はリセットして新な計画を作り直すべきでは。
（参考）
松江地区は、松江道を利用し、三次、広島方面
境港地区は米子道を利用し津山、岡山方面
南へ避難する計画がいいのでは。

●原子力災害時の境港市広域住民避難計画について
ご指摘のとおり境港は西風が多く、島根原発で事故が発生した場合に境港方面に放

射性物質が流れ込んだ場合は、境港以東も汚染されることが懸念されます。
しかし、放射性物質は、風で拡散しながら濃度も低下するので、福島事故の状況から

見ても、原発から約100km離れた鳥取方面が放射能汚染により生活できなくなることは
考えにくく、この避難計画は、原子力が専門の大学教授等で構成される鳥取県原子力
防災専門家会議でも検討されたうえで策定しています。

ただし、避難経路については、風向きを考慮し米子自動車道を利用して岡山方面から
鳥取に入るルートも設定しており、事故時の放射線量をモニタリングしながら安全性の
高い経路を通行するよう計画しています。

なお、この計画は、福島事故を教訓に1つの避難パターンを示したものであり、実際に
事故が発生した際は、事故の状況により、県外避難も含め、住民の皆さんが、被ばくす
ることのないよう最善を尽くすものですので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

17 8月28日 9月26日 電子メール 通商観光課

　現在、１歳１０か月と３歳２か月の子育てをしています。
　出生時に「赤ちゃんが乗っています（鬼太郎の絵）」のプレートが配られ
るようになっているようですが、「赤ちゃん」とされると「赤ちゃん」でなくな
ると他の物に変えないといけない事（長期使用は無理）、また赤ちゃんを
出産された家庭にしか配られない事　に不満があります。
　「子供が乗っています」に変更してもらい、現在子育て中の～６歳まで
の子供が居る家庭に希望で配ってもらうように提案いたします。
　しかも赤ちゃんとは何か月、何歳までを指していますか。
　ぜひ、境港市民として「鬼太郎」の「子供が乗っています」プレートを子
育て中の家庭に配布して頂けるようよろしく検討お願いします。

市では、平成25年度より、子育て支援策の一環及び「さかなと鬼太郎のまち境港市」
をＰＲする目的で、4月以降に生まれた新生児のご家庭を対象に、オリジナルセーフティ
サインを配布しております。

「赤ちゃん」とは、通常、「１歳未満の乳児」と定義されていますが、一般的に、「赤ちゃ
ん」や「baby」という表現のセーフティサインは、その後も数年間使用される方が多いよ
うです。このことから、使用期間につきましては、使用される方のご判断にお任せしたい
と思っております。

セーフティサインの配布は、来年度以降も継続することにしておりますが、ご提案の６
歳まで対象者を広げることは、考えておりません。
　ご理解賜りますようお願いいたします。

18 9月3日 9月13日 電子メール 通商観光課

１．水木しげるロードに、妖怪の住処風に壁画を施してはどうか。妖怪３D
アート＆トリックアートもあればなお良い。ネコ娘のトリックアートなどあれ
ば良い（反対から見たら化け猫に見える）。目標は、千と千尋の神隠しの
世界。
理由は、より妖怪がいる雰囲気をだせれば楽しいから。妖怪の住処に来
てしまったと思える雰囲気がほしいから。
方法は、パソコンをつかってCGで作成し、カッティングシートに印刷し貼り
付け。
２．大型客船のお客さま（外国の方）観光ルートについて提案。
　境港⇒ヤマダ電機⇒１００万ボルト⇒ニトリ⇒産業体育館（※）及び周
辺⇒うなばら荘で食事
　※産業体育館を利用した外国の方が喜びそうな何か。

水木しげるロードでは、官民が一体となって水木しげる氏が描いた妖怪などをブロン
ズ像や、様々な商品などに活用させていただいております。

昨年の８月には、水木しげるロード内の施設の外壁に縦7.5m、横20mの巨大壁画も設
置されたところであり、今後も妖怪ワールドをテーマとして、多くのお客様に喜んでいた
だける観光地づくりを目指してまいります。

今回いただいたご提案につきましては、今後の観光振興の参考とさせていただきま
す。

また、大型客船の観光ルートに関するご提案につきましても、今後のおもてなしの参
考とさせていただきます。

19 9月11日 9月30日 電子メール 都市整備課

　 市民の森の松がたくさん（多分20本以上）松くい虫？で枯れてきていま
す。
　 素人考えでは、そのままにしていると広がる気がします。 早目に切っ
ていただきたいと思います。
　また、切った数以上植林をして皆の公園、緑を次の世代に繋げてほし
いと思います。
　 朝晩散歩させていただいて感謝しています。宜しくお願いします。

市民の森の松については、現時点で約30本が、主に松くい虫が原因で枯れていま
す。松くい虫（マツノザイセンチュウ）が寄生するマツノマダラカミキリが、成虫となり飛び
立つのは5～7月です。拡散防止という点では、木の中で松くい虫が冬眠し、またマツノ
マダラカミキリが幼虫や蛹で過ごす冬場に伐採・処分することが、一番効果的と考えら
れており、今年度も冬場に、伐採等の対応をする予定です。

一方、今年度から5カ年計画で、抵抗性黒松の苗木を年間約50本程度植樹していき
ます。苗木の植樹は冬場を予定しており、市民の森にも植樹することとしています。
　公園に対して、格別の思いやりやご愛着を賜り、誠にありがとうございます。



番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 提案内容 回答内容

20 10月25日 11月11日 郵送 水産課
１ カニのぼりはないでしょうか
２ カニ型風船とかを浮かしてみてはどうでしょうか

境港市では官民が一体となり、平成１５年８月に「境港カニ水揚げ日本一ＰＲ実行委
員会」を設立し、様々なＰＲ活動を行っています。

本年度は、ベニズワイかにかご漁船出漁式を始めに、境港水産まつり、きたろうカップ
境港駅伝競走大会、岸和田城下町フェア（大阪府）、境港かにまつり（広島市）などでカ
ニ汁ふるまい等を行い、県内外へ境港のカニをＰＲしているところです。

ご提案のありました「カニのぼり」「カニ型風船」については、現在のところ作成する予
定はありませんが、より広く境港のカニをＰＲするため、来年度に高速バスまたは保冷
車にカニのラッピングを行うことを計画しています。

今後、様々なＰＲ活動を行う中で、今回ご提案のあった内容も参考にしながら検討した
いと思います。

21 11月19日 11月27日 電子メール 税務課

　市民会館大会議室で米子法人会主催の年末調整説明会があり参加さ
せて頂きました。会館内の空調施設が一括になっていて、大会議室だけ
の暖房は効かせることが出来ないと昨年も聞き、懐炉、防寒を纏い参加
しましたが、余りの冷えで途中から頭が痛くなり、説明会の途中で帰らせ
て頂きました。
　女性の参加者が大半で、スカートにハイソックスと軽装の方も多かった
です。10℃を切る部屋でなにも暖房を節約しなくとも、もっと別に節約す
ること（市会議員さんの実質の活動時間、労働時間、労働の対価に見合
わない報酬を半減するとか）が多くあるのではないでしょうか。

当日は、１１月中旬でもあり、市役所庁舎も暖房が入っていない状況（基準 外気温
７℃以下又は室内気温１３℃以下）で、また体感的にも会議室の暖房は不要ではない
かと思われたことから、会議室に暖房を入れてもらいませんでした。しかし、この度のご
意見をいただき、配慮が足りなかったと感じております。

今後は、省エネに取り組みつつも、出席される方の体調にも十分配慮し判断したいと
思います。

22 11月25日 12月10日 電子メール 自治防災課 　島根原発2号機再稼働を認めないでください。

島根原発２号機につきましては、ご承知のとおり、現在、中国電力が国への新規制
基準に基づく安全審査申請に向けて、本市に安全協定に基づく事前報告を行い、本市
は申請内容の説明を受けているところです。

今後、市では、市議会等の意見を聞いたうえで、県や米子市と協調して中国電力に意
見を述べることになります。

再稼働の判断につきましては、現状、国においては、新規制基準適合後の手続きを
明確にしておりませんので、先行地域や国の動向を注視し、鳥取県、米子市及び島根
県側とも連携しながら、この問題に対応したいと考えております。

①3,500万円の公衆トイレの建物の表示を判り易く
　　現在は、（トイレ利用者は）観光バスの方が大多数と思いますが、水
木ロードの大正川の橋付近から見て、公衆トイレと判るような表示は出
来ないか。英語、中国語、韓国語なども入れてはどうか。多くの観光客
の方が境港に来て頂いても、利用が少ないように思います。

②弥生公園（境港管理組合が管理する弥生緑地）の犬のふんの件
　10月頃までは、芝生や通路に主に小型犬と思われる物が、所々あり、
県の担当と思われる方が黄色い札に、「自分で処理して下さい」と書い
て、置いてあります。
　ふんの注意書きは、Ｂ４サイズ位で合計４枚取り付けてありますが、色
が白色で目立ちません。他県の状況もインターネットで調査して、県と共
同で枚数も増やして、木の根元にも取り付けて欲しいです。

①について
松ヶ枝町トイレ（水木トイレ）の外壁に、近くにも他の公衆トイレがあることの表示をし

たり、同トイレの入口付近（歩道）にある既存誘導看板の表示内容を変更するなどの対
応について検討したいと思います。

②について
弥生緑地を管理する境港管理組合に相談したところ、以前は、同組合の専属の巡視

員がふんの始末や「注意書き看板」を設置していたが、改善はみられなかったようで
す。

そこで、最近は、ふんをそのまま残し、その横に小さな「注意書き」の札を差して、散歩
者に注意喚起を促す方法に切り換えたところ、ふんの数は激減したことから、しばらく
は、このような対応で様子を見守りたいとのことでした。

③犬の散歩時に、放しての散歩
　小型犬や中型犬で、弥生公園や台場公園で、時々出会います。おとな
しい犬ですが、規則を守るように、市報に載せて下さい。

④公衆トイレの紙切れの件
　特に台場公園の男性用は清掃回数が週１回なのか、男性用は全て空
になっている事が最近続いています。せっかく、不足だからと都市整備
課に連絡しても、動いて頂けない。

③について
　これまでも市報等に掲載していますが、引き続き、注意喚起を呼びかけていきます。

④について
　ご連絡をいただいた際には、速やかな対応ができるよう努めます。

23 12月2日 1月9日 文書 都市整備課



番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 提案内容 回答内容

24 12月10日 12月13日 電子メール 自治防災課

　夕日ヶ丘２丁目にポストを設置して頂けないでしょうか。
　１丁目には保育園前にも近いところではローソンのところにもあります。
渡には郵便局もあり、その手前にもポストがあります。
　２丁目もほとんど区画が埋まってきているのになぜいまだに設置されな
いのでしょうか。
　利用者が…というお話があるかもしれませんが、こんなに住宅が密集
しているのに無いというのも、これから成長していく夕日ヶ丘地区にとっ
て不便でしかありません。早急にご検討をお願いします。

　境港郵便局に連絡を行い、　提案者様のご要望をお伝えさせていただきました。
境港郵便局のご意見をお伺いしたところでは、「当面の間は１丁目のポストを利用して

いただきたい。将来的には検討をしたい」とのお答えがありました。
　詳細については、境港郵便局までお問い合わせいただきたいとのことでありました。
　お手数をおかけしますが、ご了承いただきますよう、お願い申しあげます。

25 12月10日
ホーム

ページ公
開

回答不要 地域振興課
　境港市の20年後の状況を独自に分析したが、今後予想される生産人
口の減少や、進んでゆく少子高齢化への対応を市に検討して欲しい。

　いただきましたご意見は、市長まで報告を行いました。
　ご意見は担当課におきまして今後の業務へ参考とさせていただきます。

26 12月11日 12月20日 電子メール 自治防災課 　原発の再稼働を了承しないこと。

中国電力㈱は、11月21日、島根原発２号機の新規制基準に基づく安全審査申請に向
けて、本市に対し、安全協定に基づく「事前報告」をされ、本市では、同じく事前報告を
受けた鳥取県や米子市と連携して対応を協議して参りました。

そこで、本市では、今回の申請については、法律に基づくものでございますので、汚
染水対策やシビアアクシデント対策の適切な実施等の意見を付したうえで了承し、今後
は国において専門的知見で厳格な審査を行っていただき、その結果を国等から説明を
受けたうえで、改めて事前報告に対する意見を述べたいと考えております。

なお、再稼働の判断につきましては、現状、国においては、新規制基準適合後の手続
きを明確にしておりませんので、先行地域や国の動向を注視し、鳥取県、米子市及び
島根県側とも連携しながら対応したいと考えております。

27 12月11日
ホーム
ページ公
開

回答不要 自治防災課

　島根原子力発電所の再稼働について意見申し上げます。
　私は昨年の秋、島根の豊かな自然を求めて移住して参りました。私は
この自然を守り、次世代に受け渡すのが、大人の最低限の責務だと思っ
ています。
　福島の現状を見るに付け、原発を再稼働することは、今ある自然を自
ら手放す行為に等しい。
　私は断固として、廃炉へ舵を切ることを求めます。

　いただきましたご意見は、市長まで報告を行いました。
　ご意見は担当課におきまして今後の業務へ参考とさせていただきます。

28 12月11日
ホーム
ページ公
開

回答不要 自治防災課

　島根原発2号機の再稼働に向けた規制基準適合性確認審査のための
事前了解について、境港市は了承しないでください。
　数年前、島根原発に膨大な点検ミスが見つかり、中国電力は原発を動
かす能力がないという事がわかりました。まして、過酷な事故に対応でき
るとはとても思えません。
　原発は事故が起きずとも環境を悪化させ、厄介きわまりない死の灰を
ふやし続けます。
　福島第１原発の事故により、大勢の人が避難せざるを得なくなり、嘆き
悲しみ、今も不安におびえています。これ以上不幸な人を出してはいけ
ません。
　屈指の漁港を持ち、豊かな自然とともにあり続けている貴市として、自
然と共存できない原発を再稼働させようとする中国電力の事前了解に決
して了承しないでください。
　被害は県境を越えますので、心よりお願いいたします。

　いただきましたご意見は、市長まで報告を行いました。
　ご意見は担当課におきまして今後の業務へ参考とさせていただきます。

29 12月11日 12月20日 電子メール 自治防災課 　原発の再稼働を了承しないこと。 　回答につきましては、２５番の回答と同様としております。



番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 提案内容 回答内容

30 12月11日
ホーム

ページ公
開

回答不要 自治防災課

　【中国電力による島根原発2号基の再稼働へ向けた安全審査の申請に
ついて】
　未だ収束せず、日本全土のみならず、世界中に放射能汚染の被害を
もたらし、何世代先の後世にわたって重大な健康被害をもたらす、原子
力と核開発。どんな安全神話も通用しないのは、この度の福島原発事故
で誰もが分かった事です。
　審査の前に、そもそも原子力発電所が必要かといえば、今現在電力の
足りている生活を前に、全く必要ありません。世界中で廃炉にむかって
いるというのに全く古い考え方です。目先の利益に捕われることなく、孫
の代から呪われるような判断はしないで下さい。

　いただきましたご意見は、市長まで報告を行いました。
　ご意見は担当課におきまして今後の業務へ参考とさせていただきます。

31 12月11日 12月20日 電子メール 自治防災課 　島根原発の再稼働のための事前了解しないでください。 　回答につきましては、２５番の回答と同様としております。

32 12月11日 12月27日 文書 生涯学習課 　境港スイミングスクールの個人情報の管理が杜撰である。

本市と「境港スイミングスクール」とは、市民温水プールの施設管理に関して協定（指
定管理者）を締結しています。協定の中には情報管理について定めがあり、業務の実
施に関して知り得た個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならな
いことになっています。
　今回ご指摘のありましたスイミングスクールは、「境港スイミングスクール」が自主事業
として実施しているものですが、前述した規定に準じて、個人情報の保護管理につい
て、より一層の配慮と適正な取扱いについて指導していきます。

33 12月12日 12月26日 電子メール 自治防災課
　島根原発２号機の再稼働に向けた安全審査申請については、核廃棄
物問題等の諸問題への対応策が取りまとめられていない状況のため、
未だ認める時期ではないと思います。

　回答につきましては、２５番の回答と同様としております。

34 12月13日 12月27日 電子メール 環境衛生課

　波力発電を検討してみてください。
　島根原発に関する陳情の傍聴をした時に「原発の代替エネルギーがな
い」と発言がありました。本当にないのでしょうか？国から支援が受けら
れないから「ない」のでは？と感じました。
　避難不可能な住民側に立った発言より、中電側の思考で発言されてい
る感じもしました。電気代が高くなると心配する住民側に立った発言もあ
りましたが、中電の策略に嵌っている感じもします。
　境港市独自の原発代替エネルギーを真剣に考慮されませんか。
　どうか、真剣にご考慮くださいますよう、お願いします。

原発の代替エネルギーとして、波力発電を検討してはどうかとのご提案ですが、境港
市では、いち早く、市内の全小学校に太陽光発電の施設を設置するとともに、一般住宅
用の太陽光発電システム普及に対する補助制度を実施するなど、再生可能エネル
ギーの普及に積極的に取り組んでいるところであります。

波力発電をはじめとする、再生可能エネルギーにつきましては、いろいろな研究機関
等で、開発が進められているということは、承知しておりますが、まだ、発展途上の技術
的であるものも多いと考えております。

波力発電を、境港市独自で、検討、研究していくことは、費用面などから、むずかしい
と考えますが、今後も費用対効果も考慮しながら、再生可能エネルギーの普及には、
取り組んでいきたいと考えております。

35 12月17日
ホーム

ページ公
開

回答不要 自治防災課

　島根県知事は12月18日の雲南市の事前了解説明会が終了後に、溝
口島根県知事が中国電力に回答を伝えるといわれております。そして中
国電力は年末に再稼働申請を行うのが濃厚と報道されています。
　美しい山陰の地、住民の平和な暮らし、海や山や川や水、農林魚など
産業を守るためにも、そして子供たちの未来を守るためにも是非島根原
発の再稼働へと向かわないでくださいと中国電力や島根県に伝えて頂き
たいと考えます。

　いただきましたご意見は、市長まで報告を行いました。
　ご意見は担当課におきまして今後の業務へ参考とさせていただきます。



番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 提案内容 回答内容

36 12月18日 1月15日 電子メール 自治防災課
 自治体は、中国電力の再稼働申請を認めず、まず、活断層の危険性に
ついて、中立・独立した専門家に調査を依頼すべきです。

本市では、中国電力㈱から昨年11月21日に、当社と締結している安全協定に基づき
島根原発２号機の新規制基準適合性確認申請の「事前報告」を受け、１２月１７日にこ
れに対する意見を提出したところです。

この意見の中で、中電に対し「宍道断層などの活断層評価を始め、地震・津波に関す
る継続的な調査・評価と最新の知見を反映した適切な対応を行うこと。」を要請していま
す。

また、１２月１９日には、新規制基準適合性確認申請の動きの中で、原子力規制庁長
官に対し、鳥取県知事及び米子市長と連名で、原子力発電所の安全対策の一つとし
て、「宍道断層を始め発電所の安全に影響を及ぼす周辺の断層を含め原子力規制委
員会として改めて確認を行うこと。」を要望しています。

本市といたしましては、活断層の調査は、中電及び国の責任において実施していただ
くものと考えております。

なお、再稼働の判断につきましては、現状、国においては、新規制基準適合後の手続
きを明確にしておりませんので、先行地域や国の動向を注視し、鳥取県、米子市及び
島根県側とも連携しながら対応したいと考えております。

37 12月19日 1月22日 電子メール 生涯学習課
　県立米子産業体育館は70歳以上の利用者は無料とされているので、
境港市民体育館の使用料についても高齢者（70歳以上）の無料化を強く
要望します。利用種目はターゲット・バードゴルフです。

近年の高齢者医療費の増加等による社会保障費の増加は著しく、市といたしましても
高齢者が元気に暮らすことが出来るまちづくりを推進しております。日常生活での運動
機会を増やすことも、このための大事な方策であり、生涯スポーツの推進に加え、市民
体育館をはじめとした市の体育施設の利用促進に努めております。

一方で、本市では平成15年度から行財政改革を行っており、「市民温水プール」・「さ
かいポートサウナ」等の使用料については、負担の公平性を確保する観点から、70歳
以上の方につきましてもご負担いただくよう条例改正を行っております。

市民体育館及びターゲット・バードゴルフの無料化につきましては、こうした他の体育
施設の利用者負担の公平性ともバランスを取ることが必要なため、慎重に検討して参り
たいと思いますので、今しばらくのお時間をいただきますようお願いいたします。

38 12月26日 1月20日 文書 通商観光課
　妖怪に興味がない子ども達にも妖怪が好きになってもらえる（水木しげ
るロードに来てもらえる）よう、妖怪の特徴を活かした「妖怪ゲゲゲ公園」
を作れないか。

昨年、「水木しげるロード」には、全国から２８０万人を超えるお客様にお越しいただき
ました。

境港市では、今後もこのにぎわいを続けていくため、「妖怪のまち」として、全国に妖
怪文化を広め、より多くの方に妖怪を好きになってもらおうと考えています。

今回のご提案は、まさに妖怪に興味を持ってもらい、妖怪を好きになってもらおうとい
うアイデアであり、大いに参考にさせていただきたいと思います。

39 1月14日 1月31日 電子メール 総務課 　役所の中に私書箱設置してください。

私書箱については、ご案内のとおり郵便局に設置されています。境港郵便局でも朝8
時から夜8時までの間に受取が可能な私書箱が設置されており、おおむね毎日、郵便
物の配達を受ける人などの条件がありますが、無料で利用できて現在のところ空もある
ように伺っています。

また、最近では、郵便局以外の民間事業者が私設私書箱の運営を行っておられま
す。このようなサービスをご利用いただければと思います。

40 1月21日
ホーム

ページ公
開

回答不要 生涯学習課

　12月と先日1月18日に韓国講座を受講しました。
　韓国をあまり知らない方も、私のように大好きな人もすんなりなじむこと
ができる講座だったと感じます。講師の話術の巧みさは言うまでもなく、
普通の日本人から見た日常の韓国、知っておくべき基本的なことを楽し
く、そして「もっと知りたい」と感じるように語ってくださいました。
　2回とも大変素晴らしい講座だったので、引き続き開催していただきた
い。地元からのソウル便やDBSがあるので、もっと盛り上げていただけれ
ばと感じます。

　いただきましたご意見は、市長まで報告を行いました。
　ご意見は担当課におきまして今後の業務へ参考とさせていただきます。



番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 提案内容 回答内容

41 2月10日 2月26日 電子メール 通商観光課

　以前、「赤ちゃんが乗っています」のセーフティサイン配布を「子供が
乗っています」と変更し、子育て家庭への希望者配布を申し出ました。
　使用期間については、使用者の判断に任せ、６歳まで対象者を広げる
ことは考えていないとの事でした。
　まず、長い目で見て「赤ちゃんが乗っています」よりは「子供が乗ってい
ます。」「baby」よりは「kids」のほうが長く使用出来るのではないでしょう
か。境港に住んでいて、ほとんど毎日、車で保育園の送り迎えや通勤し
ていますが、いまだ、配布されている境港セーフティサインを付けている
車を見た事がありません。何の意味で新生児家庭にだけ配っているの
か疑問です。
　今回の回答は、現在子育て中の境港市民の家庭の意見を聞かずし
て、自己満足だけで税金使って配布されるのもどうかと思いました。使用
期間も使用の有無も判断は任せます。では、お金を払ってでも好きなデ
ザインの物を買って使った方がいいです。
　強制的な配布よりは必要な方に差し上げたり、水木しげるロードでお土
産として売る方が、沢山の方に使用してもらえるのではないでしょうか。
もったいないと思いました。
　他にも、BOOＫ配布やおくるみなど、取り組みは良いと思いますが、必
要、不必要もあります。同じ、もらえる物なら、数種類準備して頂き、選べ
るようにしてもらえると、なお良いかと感じます。子育ては、みんな同じで
す。

境港市では昨年４月から新生児誕生のお祝いとして、新生児とその家族に、伯州綿
のおくるみと併せて境港市オリジナルセーフティサインを出生手続きの際にお渡しして
います。

セーフティサインは株式会社水木プロダクションと協議のうえ、非売品として数量限定
で製作したもので、保育所保育料の減額、チャイルドシート購入補助など、様々な子育
て支援策のひとつとして、新生児を対象に、概ね３年間配布する予定です。

その後、事業を継続する場合には、今回いただいたご意見も参考にさせていただき、
より効果的な事業となるよう、検討してまいりたいと考えております。

42 2月12日 2月25日 電子メール 選挙管理委員会事務局

　今回の市議選で投票率が過去最低となりました。市民の中には投票所
に行って投票したいと思っているがいかれない市民がたくさんいると思わ
れます。投票率が低いという事は民意がそれだけ反映されない事であり
大きな問題ではと思います。そういう市民のところに出向き投票をしても
らうという事も必要ではと思います。検討下さい。

自宅で投票できる制度としては、「郵便投票」があります。対象者は、両下肢・体幹機
能の障害が１・２級などの身障者、同程度の障害がある戦傷病者、要介護５の方に限ら
れています。

病院や施設で投票できる制度としては、「不在者投票」があります。対象となる病院や
施設は、おおむね５０床以上の規模で、県の指定を受けた場所です。済生会病院、光
洋の里、幸朋苑、はまかぜなどで、選管委員や施設職員などの立会いのもとで投票し
ます。
　自宅などで投票できることが法律で認められているのは、以上の方々のみです。

投票は、公正に実施されるように、投票管理者や投票立会人がいる所で実施すべき
ものですので、上記に該当する方以外の方には、期日前か当日の投票所で投票してい
ただくことになります。

43 2月24日 2月28日 電子メール 管理課

　上道保育園への道路が狭すぎて困っています。特に市道からは非常
に狭いです。
　園児が約120名いますので、朝晩は送迎で100台以上の車が通ります
が、車1台がやっとの道幅ですれ違いには民地を利用してる状況です。
　学校も近くにあり通学中の学生が多くいますので非常に危ないです。
　住宅密集地ですが、せめて車のすれ違いができるように対策をお願い
します。

　ご指摘の上道地区は道路幅が狭くてすれ違いに苦労する地域です。
境港市では新年度から「狭あい道路拡幅整備事業」に取り組むこととしています。この

事業は、狭あい道路解消に向けて、地域の方々のご理解とご協力のもと、用地提供を
前提に実施するものです。

今後、地元自治会へ道路拡幅の必要性や制度の内容について説明してまいります
が、ご協力いただけるまでは、上道神社横のやや広い道を通行いただきますようお願
いいたします。

本市は、３方が海に面しているという地理的な特性から海の「港」とともに発展をして
まいりました。江戸時代には北前船の寄港地として、明治以降は大陸貿易の拠点とし
て、あるいは日本海航路の要衝として栄えてきました。漁港としても水揚量が、５年連続
で日本一を記録するなど全国有数の漁港としても名を馳せ、現在でもカニや生マグロな
どは水揚量が日本一で「さかな」の「まち」としても有名です。

また、韓国ソウルと本市を結ぶ国際定期便が就航する空の「港」である「空港」も所在
することから、この「海と空の２つの港」の能力を最大限に活かすことが本市の「まちづく
り」には大変重要であると考え、近隣の他の「まち」とも幅広く連携し、「２つの港」の一層
の利活用に努める取り組みを進めています。

近年では、観光振興にも力を注ぎ、鬼太郎のブロンズ像が立ち並ぶ「水木しげるロー
ド」は、昨年、誕生２０周年を向かえました。様々なイベントを催したこともあり３００万人
近い方々がお越しになり大いに賑わったところです。平成２７年春には、JR境港駅前に
ホテルが開業する予定であることから、現在「夜の水木しげるロードの仕掛け」といった
「滞在型観光」の充実を図るための検討を進めているところです。機会があれば是非お
立ち寄りいただければと思います。

今後も「さかなと鬼太郎のまち境港」として積極的にＰＲし、人や物が寄り集まり活気
にあふれた「まちづくり」をすすめてまいります。

44 2月24日 3月13日 電子メール 総務課 　「境港市」を「鬼太郎市」に市名を改称して欲しいです。
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45 3月11日 3月19日 文書 市民課

　国民健康保険税所得申告書の「書き方」説明文について
　「書き方」説明文では、申告状況として「（市民税・所得税の）申告書を
提出された人」と過去形で表現されている部分があります。
　この書類が送付された時点（２月２０日頃）では、まだ確定申告をしてい
なかったので、「申告書を提出された人」を選んでいいのかどうか迷いま
した。
　『申告予定の人も「申告済み」に○をする』との表現を加えた方がよいと
思います。

国民健康保険では、毎年２月中旬に「国民健康被保険者証更新のお知らせ」の通知
に併せて、所得申告書の提出をお願いしております。

その中で、確定申告をされた方や予定のある方については、簡便な取扱いをすること
として、「申告済み」に○印のみを付けて提出していただいております。

しかし、「書き方」説明文の中では、ご指摘いただいたとおり、説明が不足しており、確
定申告を予定している方が「申告済み」としていいのかどうか迷われる表現となっており
ました。

来年度の所得申告書の「書き方」説明文は、これから確定申告をされる方にもわかり
やすい表現に改めたいと思います。


